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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と移動局装置とが、複数の異なる周波数のセルを集約して通信を行なう通信
システムであって、
　前記基地局装置は、
　前記移動局装置に対して異なる周波数のセルを複数設定する場合において、前記セルの
上りリンクと下りリンクの連携関係を示す接続情報と、前記セルの状態を管理するための
タイマーとを通知して設定し、
　前記移動局装置は、
　前記基地局装置から設定された前記接続情報に基づいて、前記タイマーが満了した前記
セルの上りリンクおよび下りリンクの状態を同時に変更することを特徴とする通信システ
ム。
【請求項２】
　前記移動局装置は、
　前記タイマーが満了した前記セルに対し、前記セルに関連する上りリンクの送信処理と
して、上りリンクデータの送信を停止し、前記セルに関連する下りリンクの受信処理とし
て、下りリンク制御チャネルの監視を停止することを特徴とする請求項１に記載の通信シ
ステム。
【請求項３】
　前記移動局装置は、
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　前記タイマーが満了した前記セルをディアクティベーション状態に変更することを特徴
とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　基地局装置と移動局装置とが、複数の異なる周波数のセルを集約して通信を行なう通信
システムにおける移動局装置であって、
　前記基地局装置から通知された、前記セル毎の上りリンクと下りリンクの連携関係を示
す接続情報と、前記セルの状態を管理するためのタイマーとを設定し、
　前記基地局装置から設定された前記接続情報に基づいて、前記タイマーが満了した前記
セルの上りリンクおよび下りリンクの状態を同時に変更することを特徴とする移動局装置
。
【請求項５】
　前記タイマーが満了した前記セルに対し、前記セルに関連する上りリンクの送信処理と
して、上りリンクデータの送信を停止し、前記セルに関連する下りリンクの受信処理とし
て、下りリンク制御チャネルの監視を停止することを特徴とする請求項４に記載の移動局
装置。
【請求項６】
　前記タイマーが満了した前記セルをディアクティベーション状態に変更することを特徴
とする請求項４に記載の移動局装置。
【請求項７】
　基地局装置と移動局装置とが、複数の異なる周波数のセルを集約して通信を行なう通信
システムにおける移動局装置の無線リンク状態管理方法であって、
　前記基地局装置から通知された、前記セルの上りリンクと下りリンクの連携関係を示す
接続情報と、前記セルの状態を管理するためのタイマーとを設定するステップと、
　前記基地局装置から設定された前記接続情報に基づいて、前記タイマーが満了した前記
セルの上りリンクおよび下りリンクの状態を同時に変更するステップと、を含むことを特
徴とする無線リンク状態管理方法。
【請求項８】
　前記タイマーが満了した前記セルに対し、前記セルに関連する上りリンクの送信処理と
して、上りリンクデータの送信を停止するステップと、前記セルに関連する下りリンクの
受信処理として、下りリンク制御チャネルの監視を停止するステップと、を含むことを特
徴とする請求項７に記載の無線リンク状態管理方法。
【請求項９】
　前記タイマーが満了した前記セルをディアクティベーション状態に変更するステップを
含むことを特徴とする請求項７に記載の無線リンク状態管理方法。
【請求項１０】
　基地局装置と移動局装置とが、複数の異なる周波数のセルを集約して通信を行なう通信
システムにおける移動局装置に実装され、前記移動局装置に複数の機能を発揮させる集積
回路であって、
　前記基地局装置から通知された前記セルの上りリンクと下りリンクの連携関係を示す接
続情報と、前記セルの状態を管理するためのタイマーとを設定する機能と、
　前記基地局装置から設定された前記接続情報に基づいて、前記タイマーが満了した前記
セルの上りリンクおよび下りリンクの状態を同時に変更する機能と、の一連の機能を、前
記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法及び集積回路に関し、
特に、移動局装置が複数の周波数帯域を用いて基地局装置と無線接続している場合の無線
リンク状態管理方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）において
、ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing）通信方式やリソースブロッ
クと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な
通信を実現させたＥｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（以降EUTRAと称する）が検討され、更にその発展形であるＡｄｖ
ａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡ（LTE-Advancedとも称される）の検討が進められている。
【０００３】
　Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡでは、ＥＵＴＲＡとの互換性を維持しつつ、より高速な
データ伝送が可能な技術として、キャリア・アグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇ
ｒｅｇａｔｉｏｎ）が提案されている。キャリア・アグリゲーションとは、複数の異なる
周波数帯域（キャリア周波数、コンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ）とも称する）で送信された送信装置のデータを、異なる周波数帯域に対応する受
信装置においてそれぞれ受信することで、データレートを向上させる技術である。なお、
以後は下りリンク送信における受信装置のことを移動局装置、送信装置のことを基地局装
置と記載し、上りリンク送信における受信装置のことを基地局装置、上りリンク送信にお
ける送信装置のことを移動局装置と記載するが、本発明の適用範囲はこれらの装置に限定
する必要は無い。
【０００４】
　ＥＵＴＲＡの移動局装置は、現在無線接続中の基地局装置が通信先として適切であるか
について、上位レイヤで無線リンク問題（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｐｒｏｂｌｅｍ）を検
出することで判定している。無線リンク問題とは、下位レイヤ（物理レイヤ及びデータリ
ンクレイヤ）で発生した問題（物理レイヤにおける物理レイヤ問題（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｂｌｅｍ）またはデータリンクレイヤにおけるランダムアクセス問題
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｂｌｅｍ））のことである。物理レイヤ問題は、
物理レイヤが基地局装置からの送信信号の受信品質と、閾値との比較結果である下りリン
ク同期誤り（ｏｕｔ－ｏｆ－ｓｙｎｃ）通知、及び下りリンク同期回復（ｉｎ－ｓｙｎｃ
）通知に基づきＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）で検出される
。
【０００５】
　また、ランダムアクセス問題は、プリアンブル送信回数が最大送信回数に達した場合に
データリンクレイヤのＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）で検出さ
れ、ＲＲＣへ通知される。ＭＡＣは、ランダムアクセス送信の管理、上りリンクの送信タ
イミングのずれの管理、バッファ状態の管理などを主に行なう。ＲＲＣは下位レイヤの状
態の管理や、無線リソース制御の管理、移動制御などを主に行なう。また、ＲＲＣは、検
出または通知された無線リンク問題に基づいて、基地局装置との無線接続に誤りが発生し
たことを示す無線リンク障害（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　ｆａｉｌｕｒｅ）を検出する。
【０００６】
　なお、３ＧＰＰが規定する第３世代の基地局装置はノードＢ（NodeB）と称され、ＥＵ
ＴＲＡ及びＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡにおける基地局装置はイーノードＢ（eNodeB）
と称される。基地局装置は移動局装置が通信可能なエリアであるセルを管理し、セルは移
動局装置と通信可能なエリアの大きさに応じてフェムトセルやピコセル、ナノセルとも称
される。また、移動局装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセ
ルは移動局装置の在圏セルであり、その他の基地局装置、または異なる周波数のセルは周
辺セルと称される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｒ２－０９６５０５，ＣＡＴＴ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ２　
Ｍｅｅｔｉｎｇ　＃６８，Ｊｅｊｕ，Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ，９ｔｈ－１３ｔｈ　Ｎｏ
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ｖｅｍｂｅｒ　２００９
【非特許文献２】Ｒ２－０９６４９６，Ｈｕａｗｅｉ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ
２　Ｍｅｅｔｉｎｇ　＃６８，Ｊｅｊｕ，Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ，９ｔｈ－１３ｔｈ　
Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２００９
【非特許文献３】Ｒ２－０９６８４５，Ｎｏｋｉａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，　Ｎｏｋ
ｉａ　Ｓｉｅｍｅｎｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ２　Ｍｅｅ
ｔｉｎｇ　＃６８，Ｊｅｊｕ，Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ，９ｔｈ－１３ｔｈ　Ｎｏｖｅｍ
ｂｅｒ　２００９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　移動局装置は複数の周波数帯域を受信している場合であっても、無線リソースの利用効
率の観点から無線リンク障害を検出する必要がある。しかしながら、複数の周波数帯域を
受信している移動局装置の物理レイヤ問題とランダムアクセス問題については、これまで
非特許文献１～３にあるように、複数の提案がなされているが、Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵ
ＴＲＡにおける移動局装置（以降単に移動局装置と略す）の物理レイヤ問題とランダムア
クセス問題が発生したときの動作について決定していない。特に、移動局装置が、無線リ
ンク問題が発生した周波数帯域（コンポーネントキャリア）の無線リンク状態をどのよう
に管理するかについて決定していない。
【０００９】
　上述した非特許文献１～３には、移動局装置がコンポーネントキャリア毎に物理レイヤ
問題とランダムアクセス問題を検出することと、無線リンク障害の発生を検出するための
判定方法について開示されているが、移動局装置に設定されたコンポーネントキャリアで
無線リンク問題が発生した場合に、移動局装置がその他の下りリンクコンポーネントキャ
リアまたは上りリンクコンポーネントキャリアの無線リンク状態（無線接続状態）をどの
ように管理すべきかについて開示されていない。
【００１０】
　上記の課題を鑑みて、本発明は、移動局装置が複数の周波数帯域を用いて基地局装置と
無線接続している場合に、複数の周波数帯域の連携関係を考慮し、効率的に周波数帯域の
無線リンク状態を管理可能な通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法及び集
積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の通信システムは、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波数帯域を集
約して通信を行なう通信システムであって、前記基地局装置は、前記移動局装置に対して
、少なくとも一つの下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を管理するための下りリン
ク状態判定情報と、少なくとも一つの上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を管理す
るためのランダムアクセス情報とを設定し、前記移動局装置は、前記基地局装置から設定
された情報に基づいて周波数帯域の品質劣化を示す無線リンク問題を前記周波数帯域毎に
検出し、前記無線リンク問題を検出した前記周波数帯域と、前記無線リンク問題を検出し
た前記周波数帯域と連携関係にある別の周波数帯域の無線リンク状態を同時に変更するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　（２）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置から
前記下りリンク状態判定情報が設定された一つまたは複数の下りリンクの周波数帯域の無
線リンク状態を下りリンクの周波数帯域の品質劣化を示す下りリンクコンポーネントキャ
リア障害に変更した場合に、前記下りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を同時に変更することを特徴とする。
【００１３】
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　（３）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を下
りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係
にある前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を、上りリンクの周波数帯域の品質
劣化を示す上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更することを特徴とする。
【００１４】
　（４）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記下りリンクの周
波数帯域の無線リンク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合、
　及び、無線リンク状態を下りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記下りリ
ンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更
したことによって、前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て上りリンクコン
ポーネントキャリア障害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴
とする。
【００１５】
　（５）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を下
りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係
にある前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前記上り
リンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て上りリンクコンポーネントキャリア障害とな
った場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴とする。
【００１６】
　（６）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を下
りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係
にある前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、上りリン
クアンカーキャリアである上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が上りリンクコンポ
ーネントキャリア障害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴と
する。
【００１７】
　（７）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記基地局装置から
前記ランダムアクセス情報が設定された一つまたは複数の上りリンクの周波数帯域の無線
リンク状態を上りリンクの周波数帯域の品質劣化を示す上りリンクコンポーネントキャリ
ア障害に変更した場合に、前記上りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記下りリンク
の周波数帯域の無線リンク状態を同時に変更することを特徴とする。
【００１８】
　（８）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を上
りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関係
にある前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を、下りリンクの周波数帯域の品質
劣化を示す下りリンクコンポーネントキャリア障害に変更することを特徴とする。
【００１９】
　（９）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記上りリンクの周
波数帯域の無線リンク状態が全て上りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合、
及び、無線リンク状態を上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記上りリン
クの周波数帯域と連携関係にある前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更し
たことによって、前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て下りリンクコンポ
ーネントキャリア障害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴と
する。
【００２０】
　（１０）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を
上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関
係にある前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前記下
りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障害と
なった場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴とする。
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【００２１】
　（１１）また、本発明の通信システムにおいて、前記移動局装置は、無線リンク状態を
上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関
係にある前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、下りリ
ンクアンカーキャリアである下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が下りリンクコン
ポーネントキャリア障害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始することを特徴
とする。
【００２２】
　（１２）また、本発明の移動局装置は、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周
波数帯域を集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置であって、前記基地局
装置から設定された情報に基づいて周波数帯域の品質劣化を示す無線リンク問題を前記周
波数帯域毎に検出し、前記無線リンク問題を検出した前記周波数帯域と、前記無線リンク
問題を検出した前記周波数帯域と連携関係にある別の周波数帯域の無線リンク状態を同時
に変更する無線リンク状態管理部を具備することを特徴とする。
【００２３】
　（１３）また、本発明の移動局装置において、前記基地局装置から前記下りリンク状態
判定情報が設定された一つまたは複数の下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を下り
リンクの周波数帯域の品質劣化を示す下りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した
場合に、前記下りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリンクの周波数帯域の無
線リンク状態を同時に変更する無線リンク状態管理部を具備することを特徴とする。
【００２４】
　（１４）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を下りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を、上りリンクの周波数帯域の品質劣化を示す上りリン
クコンポーネントキャリア障害に変更する無線リンク状態管理部を具備することを特徴と
する。
【００２５】
　（１５）また、本発明の移動局装置において、前記下りリンクの周波数帯域の無線リン
ク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合、及び、無線リンク状
態を下りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連
携関係にある前記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前
記上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て上りリンクコンポーネントキャリア障
害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備する
ことを特徴とする。
【００２６】
　（１６）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を下りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前記上りリンクの周波数帯域
の無線リンク状態が全て上りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合に、無線リ
ソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備することを特徴とする。
【００２７】
　（１７）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を下りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記下りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記上りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、上りリンクアンカーキャリア
である上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が上りリンクコンポーネントキャリア障
害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備する
ことを特徴とする。
【００２８】
　（１８）また、本発明の移動局装置において、前記基地局装置から前記ランダムアクセ
ス情報が設定された一つまたは複数の上りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を上りリ
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ンクの周波数帯域の品質劣化を示す上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した場
合に、前記上りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記下りリンクの周波数帯域の無線
リンク状態を同時に変更する無線リンク状態管理部を具備することを特徴とする請求項１
２に記載の移動局装置。
【００２９】
　（１９）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を上りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記下りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を、下りリンクの周波数帯域の品質劣化を示す下りリン
クコンポーネントキャリア障害に変更する無線リンク状態管理部を具備することを特徴と
する。
【００３０】
　（２０）また、本発明の移動局装置において、前記下りリンクの周波数帯域の無線リン
ク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合、及び、無線リンク状
態を上りリンクコンポーネントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連
携関係にある前記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前
記下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障
害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備する
ことを特徴とする。
【００３１】
　（２１）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を上りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記下りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、前記下りリンクの周波数帯域
の無線リンク状態が全て下りリンクコンポーネントキャリア障害となった場合に、無線リ
ソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備することを特徴とする。
【００３２】
　（２２）また、本発明の移動局装置において、無線リンク状態を上りリンクコンポーネ
ントキャリア障害に変更した前記上りリンクの周波数帯域と連携関係にある前記下りリン
クの周波数帯域の無線リンク状態を変更したことによって、下りリンクアンカーキャリア
である下りリンクの周波数帯域の無線リンク状態が下りリンクコンポーネントキャリア障
害となった場合に、無線リソース再確立手順を開始する無線リンク状態管理部を具備する
ことを特徴とする。
【００３３】
　（２３）また、本発明の無線リンク状態管理方法は、基地局装置と移動局装置とが、異
なる複数の周波数帯域を集約して通信を行なう通信システムにおける無線リンク状態管理
方法であって、前記移動局装置において、前記基地局装置から設定された情報に基づいて
周波数帯域の品質劣化を示す無線リンク問題を前記周波数帯域毎に検出するステップと、
前記無線リンク問題を検出した前記周波数帯域と、前記無線リンク問題を検出した前記周
波数帯域と連携関係にある別の周波数帯域の無線リンク状態を同時に変更するステップを
含むことを特徴とする。
【００３４】
　（２４）また、本発明の集積回路は、基地局装置と移動局装置とが、異なる複数の周波
数帯域を集約して通信を行なう通信システムにおける移動局装置の無線リンク状態管理を
行なう集積回路であって、前記基地局装置から設定された情報に基づいて前記周波数帯域
の品質劣化を示す無線リンク問題を前記周波数帯域毎に検出し、前記無線リンク問題を検
出した前記周波数帯域と、前記無線リンク問題を検出した前記周波数帯域と連携関係にあ
る別の周波数帯域の無線リンク状態を同時に変更する無線リンク状態管理部を具備するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局装置が複数の周波数帯域を用いて基地局
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装置と無線接続している場合に、複数の周波数帯域の連携関係を考慮し、効率的に周波数
帯域の無線リンク状態を管理可能な通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法
及び集積回路を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態に係る移動局装置１の一例を示したブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る基地局装置２の一例を示したブロック図である。
【図３】無線リンク問題を検出した場合の無線リンク管理方法について説明するための図
である。
【図４】無線リンク問題に係わるコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の状態遷移
の方法を示した図である。
【図５】無線リンク問題を検出した場合の無線リンク管理方法について説明するための別
の図である。
【図６】複数のセル固有接続を持つコンポーネントキャリアとセル固有接続されたコンポ
ーネントキャリアで無線リンク問題を検出した場合の無線リンク管理方法について説明す
るための図である。
【図７】無線リンク問題に係わるコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の状態遷移
の方法を示した別の図である。
【図８】無線リンク問題を検出した場合の無線リンク管理方法について説明するための別
の図である。
【図９】無線リンク問題に係わるコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の状態遷移
の方法を示した別の図である。
【図１０】複数のセル固有接続を持つコンポーネントキャリアで無線リンク問題が発生し
た場合の無線リンク管理方法について説明するための図である。
【図１１】無線リンク問題に係わるコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の状態遷
移の方法を示した別の図である。
【図１２】拡張セル固有接続を持つコンポーネントキャリアで無線リンク問題が発生した
場合の無線リンク管理方法について説明するための図である。
【図１３】従来の下りリンクの無線リンク状態の状態遷移の方法について説明した図であ
る。
【図１４】本発明の実施形態に係る通信ネットワーク構成の一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る移動局装置１に対するコンポーネントキャリアの設定
の一例を示した図である。
【図１６】本発明の実施形態に係る移動局装置１のレイヤ構成の一例について示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の実施形態を説明する前に、本発明に関する物理チャネルと物理レイヤ問題、ラ
ンダムアクセス問題、キャリア・アグリゲーションについて説明する。
【００３８】
　（１）物理チャネル
　ＥＵＴＲＡ及びＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡで使用される物理チャネル（または物理
シグナル）について説明を行なう。物理チャネルは、基地局装置から移動局装置へ送信さ
れる下りリンクにおける下りリンクチャネルと、移動局装置から基地局装置へ送信される
上りリンクにおける上りリンクチャネルとが存在する。物理チャネルは、ＥＵＴＲＡ、及
びＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡにおいて、今後追加、または、その構造が変更される可
能性もあるが、変更された場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
【００３９】
　同期シグナル（Synchronization Signals）は、３種類のプライマリ同期シグナルと、
周波数領域で互い違いに配置される３１種類の符号から構成されるセカンダリ同期シグナ
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ルとで構成され、プライマリ同期シグナルとセカンダリ同期シグナルの信号の組み合わせ
によって、基地局装置を識別する５０４通りのセル識別子（セルＩＤ：Physical Cell Id
entity; PCI）と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。移動局装置は、セ
ルサーチによって受信した同期シグナルのセルＩＤを特定する。
【００４０】
　物理報知情報チャネル（PBCH; Physical Broadcast Channel）は、セル内の移動局装置
で共通に用いられる制御パラメータ（報知情報（システム情報）；System information）
を通知する目的で送信される。物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、下りリ
ンク制御チャネルで無線リソースが通知され、下りリンクデータチャネルを用いてレイヤ
３メッセージで送信される。報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識
別子（CGI; Cell Global Identifier）、ページングによる待ち受けエリアを管理するト
ラッキングエリア識別子（TAI; Tracking Area Identifier）などが通知される。
【００４１】
　下りリンクリファレンスシグナルは、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグ
ナルである。また、下りリンクリファレンスシグナルは、所定の規則に基づき周波数・時
間位置で周期的に繰り返される既知の信号である。移動局装置は、下りリンクリファレン
スシグナルを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、移動局装置は、下りリ
ンクリファレンスシグナルと同時に送信される下りリンク制御チャネル、または下りリン
クデータチャネルの復調のための参照用の信号としても下りリンクリファレンスシグナル
を使用する。下りリンクリファレンスシグナルに使用される系列は、セル毎に識別可能な
系列が用いられる。なお、下りリンクリファレンスシグナルはセル固有ＲＳ（Cell-speci
fic reference signals）と記載される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
【００４２】
　下りリンク制御チャネル（PDCCH; Physical Downlink Control Channel）は、各サブフ
レームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシンボルで送信され、移動局装置に対して基地局装
置のスケジューリングに従った無線リソース割当て情報や、送信電力の増減の調整量を指
示する目的で使用される。移動局装置は、下りリンクデータや下りリンク制御データであ
るレイヤ３メッセージ（ページング、ハンドオーバーコマンドなど）を送受信する前に自
局宛の下りリンク制御チャネルを監視（モニタ）し、自局宛の下りリンク制御チャネルを
受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラントと呼ば
れる無線リソース割当て情報を取得する必要がある。
【００４３】
　下りリンクデータチャネル（PDSCH; Physical Downlink Shared Channel）は、下りリ
ンクデータの他、下りリンク制御データであるレイヤ３メッセージとしてページングや報
知情報を通知するためにも使用される。下りリンクデータチャネルの無線リソース割当て
情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
【００４４】
　上りリンクデータチャネル（PUSCH; Physical Uplink Shared Channel）は、主に上り
リンクデータと上りリンク制御データを送信し、下りリンクの受信品質やＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋなどの制御データを含めることも可能である。また、下りリンクと同様に上りリンクデ
ータチャネルの無線リソース割当て情報は、下りリンク制御チャネルで示される。
【００４５】
　ランダムアクセスチャネル（PRACH; Physical Random Access Channel）は、プリアン
ブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを持つ。ランダムア
クセスチャネルは、移動局装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。移動局
装置は、上りリンク制御チャネル未設定時の送信データのスケジューリング要求や、上り
リンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な
送信タイミング調整情報の要求にランダムアクセスチャネルを用いる。送信タイミング調
整情報を受信した移動局装置は、送信タイミング調整情報の有効時間を設定し、有効時間
中は送信タイミング調整状態、有効期間外は、送信タイミング非調整状態となる。なお、
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それ以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は省略する
。
【００４６】
（１）物理レイヤ問題
　図１３は、従来用いられている物理レイヤ問題に関する無線リンク状態判定手順の一例
であり、時間の経過に伴う状態遷移について示している。移動局装置は、受信中の下りリ
ンクチャネルのいずれかの受信品質と閾値とを比較することで下りリンクの無線リンク状
態を管理する。受信品質と閾値との比較は典型的には物理レイヤで実施され、下りリンク
の無線リンク状態は典型的にはＲＲＣで管理される。
【００４７】
　図１３は、移動局装置が、物理レイヤで下りリンク同期誤り検出後に下りリンクの受信
品質が回復せず、再接続されずにアイドル状態（移動局装置が基地局装置と無線リソース
接続されていない状態）に遷移する場合の、移動局装置の下りリンクの無線リンク状態の
遷移を示した一例である。ここで、移動局装置は、所定の閾値よりも受信品質が劣化した
と判断した場合、下りリンク同期誤りを物理レイヤからＲＲＣへ送信する。下りリンク同
期誤りが通知された場合、移動局装置は、ＲＲＣにおいて下りリンクの無線リンク状態を
同期区間から誤り検出区間に遷移させ、下りリンク同期誤りが一時的なものかどうかを判
定する。
【００４８】
　更に、誤り検出区間でも下りリンク同期誤りが物理レイヤから引き続き通知され、一定
回数連続して下りリンク同期誤りが検出された場合、または一定時間連続して下りリンク
同期誤りが検出された場合、移動局装置は無線リンク問題（物理レイヤ問題）が発生した
と判断し、続いて下りリンクの無線リンク状態を受信品質の回復を待つ同期保護区間へと
遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマーを起動する。
【００４９】
　同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合、移動
局装置は下りリンクの品質劣化を示す無線リンク障害に至ったと判定し、下りリンクの無
線リンク状態を無線リソース接続の再確立を試みる再接続区間に遷移させ、同時に再接続
区間を計時する再接続タイマーを起動する。再接続区間において、移動局装置は受信品質
の良好なセルを選択するセルリセレクション手順を行う。セルリセレクション手順により
、良好なセルを選択した移動局装置は、ランダムアクセス手順を開始し、前記良好なセル
に対して再接続要求メッセージ（無線リソース再確立メッセージ）を通知する。移動局装
置は、前記再接続タイマーによる計測が満了するまでに、再接続要求メッセージに対する
許可が基地局装置から通知されなかった場合、無線リソース接続の再確立に失敗したと判
定して保持していた無線リソースを解放し、基地局装置と無線リソース接続されていない
アイドル状態区間へと遷移する。
【００５０】
（２）ランダムアクセス問題
　移動局装置は、ランダムアクセスチャネルの送信試行回数をカウントすることでデータ
リンクレイヤにおけるランダムアクセス問題を管理する。このデータリンクレイヤにおけ
るランダムアクセスチャネルの送信試行回数のカウントは典型的にはＭＡＣで実施され、
ランダムアクセス問題はＲＲＣで管理される。
【００５１】
　移動局装置は基地局装置に対して何れかのランダムアクセスチャネルの送信理由が発生
した場合に、ランダムに選択したプリアンブル系列、または基地局装置が割り当てたプリ
アンブル系列を、ランダムアクセスチャネルを用いて基地局装置へと送信する。このとき
、基地局装置がランダムアクセスチャネルを識別できないなどの理由で一定時間内に基地
局装置からランダムアクセスチャネルに対する応答が返ってこない場合、移動局装置は、
再びランダムアクセスチャネルを送信する。移動局装置は、ランダムアクセスチャネルの
送信回数をカウントし、送信回数が規定値（最大送信回数）を超えた場合に上りリンクの
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品質劣化を示すランダムアクセス問題が検出されたと判定する。なお、移動局装置はラン
ダムアクセス問題を検出しても、ランダムアクセスの停止などの指示が出されるまでは基
地局装置に対して同じパラメータでランダムアクセスチャネルを送信し続ける。ランダム
アクセスの停止の指示は、典型的にはＲＲＣからＭＡＣに対して行なわれる。
【００５２】
（３）キャリア・アグリゲーション
　キャリア・アグリゲーションとは、複数の異なる周波数帯域（コンポーネントキャリア
）を集約（アグリゲーション）して一つの周波数帯域のように扱う技術である。例えば、
キャリア・アグリゲーションによって周波数帯域幅が２０ＭＨｚのコンポーネントキャリ
アを５つ集約した場合、移動局装置は１００ＭＨｚの周波数帯域幅とみなしてアクセスす
ることが可能となる。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数帯域であ
っても、全てまたは一部が不連続となる周波数帯域であってもよい。例えば、使用可能な
周波数帯域が８００ＭＨｚ帯域、２．４ＧＨｚ帯域、３．４ＧＨｚ帯域である場合、ある
一つのコンポーネントキャリアが８００ＭＨｚ帯域、別のコンポーネントキャリアが２Ｇ
Ｈｚ帯域、さらに別のコンポーネントキャリアが３．４ＧＨｚ帯域で送信されていてもよ
い。
【００５３】
　また、同一周波数帯域、例えば２．４ＧＨｚ帯域内の連続または不連続のコンポーネン
トキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は２
０ＭＨｚより狭い周波数帯域幅であっても良く、各々異なっていても良い。
【００５４】
　基地局装置は、滞留しているデータバッファ量や移動局装置の受信品質、セル内の負荷
やＱｏＳなどの種々の要因に基づいて、移動局装置に割り当てる上りリンクまたは下りリ
ンクのコンポーネントキャリアの数を増減することができる。
【００５５】
　[本発明の通信ネットワーク構成の例]
　図１４は、本発明の実施形態に係る通信ネットワーク構成の一例を示す図である。移動
局装置１は、キャリア・アグリゲーションによって複数の周波数帯域（コンポーネントキ
ャリア、Band1~Band3）を同時に用いて基地局装置２と無線接続することが可能な場合、
通信ネットワーク構成としては、ある一つの基地局装置２が複数の周波数帯域毎に送信装
置１１～１３（及び図示しない受信装置２１～２３）を備えており、各周波数帯域の制御
を一つの基地局装置２で行なう構成が制御の簡略化の観点から好適である。ただし、複数
の周波数帯域が連続する周波数帯域であるなどの理由で、基地局装置２が一つの送信装置
で複数の周波数帯域の送信を行なう構成であっても構わない。基地局装置２の送信装置に
よって制御される各周波数帯域の通信可能範囲はセルとしてみなされ、空間的に同一のエ
リアに存在する。このとき、各周波数帯域がカバーするエリア（セル）はそれぞれ異なる
広さ、異なる形状であっても良い。
【００５６】
　ただし、後述する記載において、基地局装置２が形成するコンポーネントキャリアの周
波数でカバーされるエリアのことをそれぞれセルと称して説明するが、これは実際に運用
される通信システムにおけるセルの定義とは異なる可能性があることに注意する。例えば
、ある通信システムでは、キャリア・アグリゲーションによって用いられるコンポーネン
トキャリアの一部のことを、セルではなく単なる追加の無線リソースと定義するかもしれ
ない。本発明でコンポーネントキャリアをセルと称することで、実際に運用される通信シ
ステムにおけるセルの定義と異なる場合が発生したとしても、本発明の主旨には影響しな
い。なお、移動局装置１は、リレー局装置（またはリピーター）を介して基地局装置２と
無線接続されても良い。
【００５７】
　[コンポーネントキャリアの構成の設定例]
　図１５は、本発明の実施形態に係る移動局装置１がキャリア・アグリゲーションを行な
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う場合に、基地局装置２が移動局装置１に対して設定する下りリンクコンポーネントキャ
リアと、上りリンクコンポーネントキャリアの対応関係の一例を示した図である。図１５
中の下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１と上りリンクコンポーネントキャリ
アＵＬ＿ＣＣ１、及び下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ２と下りリンクコン
ポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ３と上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ２はセ
ル固有接続（Ｃｅｌｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｌｉｎｋａｇｅ）している。セル固有接続と
は、例えば、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションしていない場合に、基地局装置
２にアクセス可能な上りリンクと下りリンクの周波数帯域の対応関係（連携関係）であり
、典型的には報知情報でその対応関係が示される。上りリンクと下りリンクの周波数帯域
の対応関係は、報知情報に周波数情報として明示的に指示されるか、または明示的に指示
されない場合に運用周波数毎に一意に決められる上りリンクと下りリンクの規定の周波数
差の情報を用いるなどして暗黙的に指示される。これらの方法に限らず、セル毎に上りリ
ンクと下りリンクの周波数帯域の対応関係を示すことが可能であれば、これ以外の方法を
用いて指示されても良い。一つのコンポーネントキャリアに複数のコンポーネントキャリ
アがセル固有接続していることもある。
【００５８】
　これに対し、基地局装置２は、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポ
ーネントキャリアの対応関係を、セル固有接続とは別に移動局装置１毎に個別に設定（個
別接続；ＵＥ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｌｉｎｋａｇｅ）することも可能である。一つのコン
ポーネントキャリアに複数のコンポーネントキャリアが個別接続されることもある。図１
５の場合、ある移動局装置１が無線接続される上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿
ＣＣ２に対し、３つの下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１～ＤＬ＿ＣＣ３が
対応しており、ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ２は個別接続されており、ＤＬ＿ＣＣ２とＤＬ
＿ＣＣ３はＵＬ＿ＣＣ２にセル固有接続されている。この場合、移動局装置１はＤＬ＿Ｃ
Ｃ１～ＤＬ＿ＣＣ３で受信処理を行い、ＵＬ＿ＣＣ２で送信処理を行う。すなわち、ＤＬ
＿ＣＣ１～ＤＬ＿ＣＣ３とＵＬ＿ＣＣ２は、移動局装置１が基地局装置２との通信に用い
る接続コンポーネントキャリアであり、ＵＬ＿ＣＣ１は、移動局装置１が基地局装置２と
の通信に用いない非接続コンポーネントキャリアである。
【００５９】
　[移動局装置のレイヤ構成の設定例]
　図１６は、移動局装置における、ＲＲＣ（ＲＲＣレイヤ）とＭＡＣ（ＭＡＣレイヤ）、
物理レイヤのレイヤ構成（プロトコルスタック）とレイヤ間インターフェースの一例を示
したものである。ＲＲＣはＭＡＣと物理レイヤの上位レイヤであり、ＭＡＣはＲＲＣの下
位レイヤであり、物理レイヤの上位レイヤである。各レイヤ間は、制御インターフェース
Ｐ１～Ｐ３と、データインターフェースＰ４～Ｐ５を用いて接続されている。ＲＲＣ－物
理レイヤ間制御インターフェースＰ１は、ＲＲＣから物理レイヤへ制御パラメータを設定
するためや、物理レイヤからＲＲＣへ下りリンク同期誤りを通知するために使用される。
ＲＲＣ－ＭＡＣ間制御インターフェースＰ２は、ＲＲＣからＭＡＣへ制御パラメータを設
定するためや、ＭＡＣからＲＲＣへランダムアクセス問題を通知するために使用される。
【００６０】
　ＭＡＣ－物理レイヤ間制御インターフェースＰ３は、ＭＡＣから物理レイヤへ制御パラ
メータを設定するために用いられる。また、ＭＡＣ－物理レイヤ間データインターフェー
スＰ４はＭＡＣから物理レイヤへ送信データを通知するためや、物理レイヤからＭＡＣへ
受信データを通知するために用いられる。ＲＲＣ－ＭＡＣ間データインターフェースＰ５
は、ＲＲＣからＭＡＣへ送信データを通知するためや、ＭＡＣからＲＲＣへ受信データを
通知するために用いられる。なお、実際の移動局装置の構成として、ＲＲＣとＭＡＣの間
にＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）やＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔ
ａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などのデータ制御機能をもつエンティ
ティやサブレイヤが含まれる場合があるが、その場合であっても本発明の主旨には影響し
ない。
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【００６１】
　以上の事項を考慮しつつ、以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態について
詳細に説明する。なお、本発明の説明において、本発明に関連した公知の機能や構成につ
いての具体的な説明が、本発明の要旨を不明瞭にすると判定される場合には、その詳細な
説明を省略する。
【００６２】
　＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、キャリア・アグリゲ
ーション中の移動局装置１が検出した無線リンク問題に伴うコンポーネントキャリアの無
線リンク状態の管理方法に関する。
【００６３】
　図１は、本発明の実施形態に係る移動局装置１の一例を示すブロック図である。本移動
局装置１は、受信部１０１、復調部１０２、復号部１０３、測定処理部１０４、制御部１
０５、ランダムアクセス処理部１０６、符号部１０７、変調部１０８、送信部１０９、上
位レイヤ１１０から構成される。受信に先立ち、上位レイヤ１１０より制御部１０５へ移
動局装置制御情報が入力され、受信に関する移動局装置制御情報が受信制御情報として、
受信部１０１、復調部１０２、復号部１０３、測定処理部１０４へ適切に入力される。受
信制御情報は、受信スケジュール情報として、復調情報、復号化情報、受信周波数帯域の
情報、各チャネルに関する受信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報などの情報
が含まれている。
【００６４】
　受信信号は、受信部１０１において受信される。受信部１０１は、受信制御情報で通知
された周波数帯域で信号を受信する。受信信号は復調部１０２へと入力される。復調部１
０２は、受信信号を復調して復号部１０３へと受信信号を入力する。復号部１０３は、受
信制御情報に基づき受信信号を正しく復号する。復号部１０３は、受信信号を下りリンク
トラフィックデータと下りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上位レイヤ１１０
へ入力する。また、復号部１０３は測定に関する復号した受信信号を測定処理部１０４へ
入力する。測定処理部１０４は、セル毎の下りリンクリファレンスシグナルの受信品質の
測定処理や、下りリンク制御チャネルまたは下りリンクデータチャネルの受信誤り率の測
定処理を行ない、測定した受信品質をサンプル毎に平均化（フィルタリング）した下りリ
ンク測定情報を生成し、下りリンク測定情報を上位レイヤ１１０へ出力する。また、測定
処理部１０４は、得られた受信品質と下りリンク同期誤りの検出に用いる閾値（Ｑｏｕｔ
とも呼ばれる）とを比較し、必要に応じて下りリンク同期誤りを上位レイヤ１１０へ出力
する。
【００６５】
　また、送信に先立ち、上位レイヤ１１０より制御部１０５へ移動局装置制御情報が入力
され、送信に関する移動局装置制御情報が送信制御情報として、ランダムアクセス処理部
１０６、符号部１０７、変調部１０８、送信部１０９へ適切に入力される。送信制御情報
は、送信信号の上りリンクスケジューリング情報として、符号化情報、変調情報、送信周
波数帯域の情報、各チャネルに関する送信タイミング、多重方法、無線リソース配置情報
などの情報が含まれている。ランダムアクセス処理部１０６には、上位レイヤ１１０から
ランダムアクセスの無線リソース情報や最大送信回数などのランダムアクセスチャネルの
送信に必要なランダムアクセス情報が入力される。また、ランダムアクセス処理部１０６
は、ランダムアクセスチャネルの送信回数をカウントすることで、ランダムアクセス問題
を検出した場合、ランダムアクセス問題が発生したことを示すランダムアクセス問題情報
を上位レイヤ１１０へ通知する。符号部１０７には、上位レイヤ１１０より上りリンクト
ラフィックデータと上りリンク制御データ、ランダムアクセス処理部１０６からランダム
アクセスデータとが入力される。符号部１０７は送信制御情報に従い、各データを適切に
符号化し、変調部１０８に出力する。変調部１０８は、符号部１０７からの入力を変調す
る。
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【００６６】
　送信部１０９は、変調部１０８の出力を周波数領域にマッピングすると共に、周波数領
域の信号を時間領域の信号へ変換し、既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと
共に送信する。上りリンク制御データが配置される上りリンクデータチャネルは、典型的
にはレイヤ３メッセージ（無線リソース制御メッセージ；ＲＲＣメッセージ）を構成する
。移動局装置１のＲＲＣは上位レイヤ１１０の一部として存在する。ＲＲＣは、更に周波
数帯域の状態を示す無線リンク状態を複数の周波数帯域毎に管理するサブブロックである
無線リンク状態管理部（図示せず）を備えている。また、ランダムアクセス処理部１０６
は、移動局装置１のＭＡＣの一部として存在する。図１において、その他の移動局装置１
の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。
【００６７】
　図２は、本発明の実施形態による基地局装置２の一例を示すブロック図である。本基地
局装置２は、受信部２０１、復調部２０２、復号部２０３、制御部２０４、符号部２０５
、変調部２０６、送信部２０７、ネットワーク信号処理部２０８、周辺情報管理部２０９
、上位レイヤ２１０から構成される。
【００６８】
　上位レイヤ２１０は、下りリンクトラフィックデータと下りリンク制御データを符号部
２０５へ入力する。符号部２０５は、入力された各データを符号化し、変調部２０６へ入
力する。変調部２０６は、符号化した信号の変調を行なう。また、変調部２０６において
、変調された信号に対して下りリンクリファレンスシグナルが多重され、周波数領域にマ
ッピングされる。送信部２０７は、変調部２０６から出力された周波数領域の信号を時間
領域の信号へ変換し、変換した信号を既定の周波数の搬送波にのせて電力増幅を行なうと
共に送信する。下りリンク制御データが配置される下りリンクデータチャネルは、典型的
にはレイヤ３メッセージ（ＲＲＣメッセージ）を構成する。
【００６９】
　また、受信部２０１は、移動局装置１からの受信信号をベースバンドのディジタル信号
に変換する。ディジタル信号は、復調部２０２へ入力されて復調される。復調部２０２で
復調された信号は続いて復号部２０３へ入力されて復号される。復号部２０３は、受信信
号を上りリンクトラフィックデータと上りリンク制御データに適切に分離し、それぞれ上
位レイヤ２１０へ入力する。
【００７０】
　これら各ブロックの制御に必要な基地局装置制御情報は、上位レイヤ２１０より制御部
２０４へ入力され、制御部２０４より送信に関連する基地局装置制御情報は送信制御情報
として、符号部２０５、変調部２０６、送信部２０７の各ブロックに、受信に関連する基
地局装置制御情報は受信制御情報として、受信部２０１、復調部２０２、復号部２０３の
各ブロックに適切に入力される。
【００７１】
　一方、ネットワーク信号処理部２０８は、基地局装置２間あるいは制御局装置（または
ゲートウェイ装置）と基地局装置２との間の制御メッセージの送信または受信を行なう。
制御メッセージはネットワーク回線を経由して送受信される。周辺情報管理部２０９は、
送信先または送信元の基地局装置２（または制御局装置、ゲートウェイ装置）を特定する
ためのネットワーク情報を管理する。ネットワーク情報は、例えばトラッキングエリア識
別子（TAI）、セルグローバル識別子（CGI）、セル識別子（PCI）、ネットワークカラー
コード、インターネットプロトコルアドレス（ＩＰアドレス）などの各装置のネットワー
ク上でのアドレスを特定可能な情報から構成される。
【００７２】
　周辺情報管理部２０９は、必要に応じてネットワーク信号処理部２０８にネットワーク
情報を提供する。ネットワーク信号処理部２０８と周辺情報管理部２０９は上位レイヤが
管理する。基地局装置２のＲＲＣは、上位レイヤ２１０の一部として存在する。図２にお
いて、その他の基地局装置２の構成要素は本実施形態に関係ないため省略してある。
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【００７３】
　続いて、本実施形態の移動局装置１が行なう無線リンク問題を検出した場合の周波数帯
域毎の無線リンク状態管理方法について、図３から図１２までの図を用いて説明を行なう
。以下に示す無線リンク状態管理は、移動局装置１の無線リンク状態管理部で行なわれる
。
【００７４】
　移動局装置１は、物理レイヤ問題を基地局装置２から設定された全ての下りリンクコン
ポーネントキャリア、または下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の監視を行なう下り
リンクコンポーネントキャリア毎、または下りリンク状態判定情報（下りリンク同期誤り
の最大許容回数や状態遷移の判定に使用する各タイマーなど）が設定された下りリンクコ
ンポーネントキャリア毎に判定する。移動局装置１は、下りリンク状態判定情報が設定さ
れた下りリンクコンポーネントキャリアの無線リンク状態（下りリンク状態）を管理する
。また、移動局装置１は、ランダムアクセス問題を、ランダムアクセス情報（最大送信回
数など）が設定された少なくとも一つ以上の複数の上りリンクコンポーネントキャリア毎
に判定する。移動局装置１は、ランダムアクセス情報が設定された上りリンクコンポーネ
ントキャリアの無線リンク状態（上りリンク状態）を管理する。移動局装置１は、ランダ
ムアクセス情報が設定されていない上りリンクコンポーネントキャリアではランダムアク
セス問題を検出する必要はない。
【００７５】
　なお、以降の説明において、下りリンクコンポーネントキャリアで検出された物理レイ
ヤ問題のことをＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ（下りリンクコンポーネントキャリア障害）
と称する。また、上りリンクコンポーネントキャリアで検出されたランダムアクセス問題
のことをＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ（上りリンクコンポーネントキャリア障害）と称す
る。
【００７６】
　基地局装置２は、移動局装置１に対して、下りリンクコンポーネントキャリア毎に物理
レイヤ問題の検出に用いる下りリンク状態判定情報を設定することも出来る。典型的には
、基地局装置２は、移動局装置１に下りリンク制御チャネルの監視を指示した下りリンク
コンポーネントキャリアに対してのみ下りリンク状態判定情報を設定する。また、基地局
装置２は、移動局装置１に対して、上りリンクコンポーネントキャリア毎にランダムアク
セス情報を設定することも出来る。典型的には、基地局装置２は、移動局装置１に設定し
た上りリンク送信タイミングが異なる上りリンクコンポーネントキャリアのグループ毎に
、少なくとも一つの上りリンクコンポーネントキャリアに対してランダムアクセス情報を
設定する。
【００７７】
　図３は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリア
を複数設定されている場合に、ある下りリンクコンポーネントキャリアで無線リンク問題
が発生した場合におけるコンポーネントキャリア毎の無線リンクの状態管理方法について
説明するための図である。
【００７８】
　図３において、移動局装置１は、基地局装置２よりキャリア・アグリゲーションとして
下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１と下りリンクコンポーネントキャリアＤ
Ｌ＿ＣＣ２、上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ１と上りリンクコンポーネン
トキャリアＵＬ＿ＣＣ２が設定されている。また、ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ１、ＤＬ＿
ＣＣ２とＵＬ＿ＣＣ２がそれぞれセル固有接続されている。
【００７９】
　図３に戻り、移動局装置１がＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出
した場合、ＵＬ＿ＣＣ１に関するランダムアクセス手順や送信電力調整は連携するＤＬ＿
ＣＣ１の受信品質に基づくため、ＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生した
場合に、ＵＬ＿ＣＣ１で送信を継続するためには従来と異なる複雑で特別な制御が必要と
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なる。そこで、本実施形態の移動局装置１は、これら特別な制御を行わないようにするた
めに、ＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されているＵＬ＿ＣＣ１に対してＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉ
ｌｕｒｅを設定する。すなわち、ＤＬ＿ＣＣ１で物理レイヤ問題が発生したことを検出し
たＲＲＣは、ＤＬ＿ＣＣ１に対応するＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を更新する。なお、
移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されていないＤＬ＿ＣＣ２やＵＬ＿ＣＣ２
について無線リンク状態を更新する必要はない。
【００８０】
　図３に例示した場合において、移動局装置１が行なう各コンポーネントキャリアの無線
リンク状態の管理方法について図４を用いて更に説明を行なう。
【００８１】
　図４は、移動局装置１が管理するコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の時間の
経過に伴う状態遷移の方法を示した図である。図の一段目はＤＬ＿ＣＣ１の受信品質、二
段目はＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態、三段目はＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を示して
いる。上段のＤＬ＿ＣＣ１の受信品質は品質Ａと品質Ｂに分けられる。品質Ａとは、下り
リンクの受信品質が閾値Ｑｏｕｔよりも高く、下りリンク同期誤りが物理レイヤで検出さ
れていない状態である。一方、品質Ｂとは、受信品質が閾値Ｑｏｕｔよりも低く、下りリ
ンク同期誤りが物理レイヤで検出されている状態を表す。
【００８２】
　移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１の受信品質が品質Ａの状態にあるとき、ＤＬ＿ＣＣ１の
無線リンク状態を同期区間として管理している。また、移動局装置１は、ＵＬ＿ＣＣ１の
無線リンク状態をランダムアクセス有効区間として管理している。ランダムアクセス有効
区間とは、ランダムアクセス送信に用いる無線リソース（ランダムアクセス情報）が有効
な区間であり、移動局装置１が必要に応じてランダムアクセスを任意のタイミングで送信
可能な状態であることを示している。ランダムアクセス有効区間は、タイマーを用いるこ
とによって更に送信タイミング調整情報が有効な区間（送信タイミング調整状態）と、送
信タイミング調整情報が無効な区間（送信タイミング非調整状態）とに区分できるが、図
中では省略している。
【００８３】
　ここで、あるタイミングＴ４１において、ＤＬ＿ＣＣ１の受信品質が劣化して品質Ｂと
なった場合、移動局装置１は、物理レイヤから下りリンク同期誤りをＲＲＣへ通知し、Ｄ
Ｌ＿ＣＣ１の無線リンク状態を誤り検出区間に遷移させる。移動局装置１は、一定回数連
続して下りリンク同期誤りが物理レイヤから通知されたとき、または一定時間連続して下
りリンク同期誤りが物理レイヤから通知されたとき（タイミングＴ４２）、無線リンク問
題（物理レイヤ問題）が発生したと判断し、ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を受信品質の
回復を待つ同期保護区間へと遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマー
を起動する。
【００８４】
　同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合（タイ
ミングＴ４３）、移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ１がＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに至ったと
判定する。このとき、移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆ
ａｉｌｕｒｅ区間に遷移させる。ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ区間とは、当該コンポーネ
ントキャリアで受信される下りリンクのデータを無効とみなす区間である。ＤＬ＿ＣＣ　
ｆａｉｌｕｒｅ区間において、移動局装置１は下りリンク制御チャネルの監視を停止して
も良い。また、ＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続しているＵＬ＿ＣＣ１に対してもＵＬ＿ＣＣ
　ｆａｉｌｕｒｅが発生したとみなし、ＵＬ＿ＣＣ１に対してＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒ
ｅ設定を行なうと共にＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態をランダムアクセス無効区間に遷移
させる。
【００８５】
　ランダムアクセス無効区間とは、ランダムアクセス送信のための無線リソースを無効と
みなす区間である。移動局装置１は、無線リンク状態がランダムアクセス無効区間である
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上りリンクコンポーネントキャリアでランダムアクセスチャネルを送信することは出来な
い。なお、移動局装置１は、無線リンク状態がランダムアクセス無効区間である上りリン
クコンポーネントキャリアでランダムアクセスチャネル以外の全ての上りリンクチャネル
の無線リソースが無効とみなし、全ての送信が禁止されることに注意する。移動局装置１
は、ＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を更新すると同時に、上りリンクコンポーネントキャ
リア（ＵＬ＿ＣＣ１）のランダムアクセスチャネル、及びその他の上りリンクチャネルの
無線リソース設定の解放（リリース）を通知しても良い。この無線リソース設定の解放は
、ＲＲＣからＭＡＣへ通知される。
【００８６】
　図５は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリア
を複数設定されている場合に、ある下りリンクコンポーネントキャリアで無線リンク問題
が発生した場合における各コンポーネントキャリアの無線リンクの状態管理方法について
説明するための別の図である。
【００８７】
　図５において、移動局装置１は、基地局装置２よりキャリア・アグリゲーションとして
下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１と下りリンクコンポーネントキャリアＤ
Ｌ＿ＣＣ２、上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ２が設定されている。また、
ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ２が個別接続されており、ＤＬ＿ＣＣ２とＵＬ＿ＣＣ２がセル
固有接続されている。
【００８８】
　このとき、移動局装置１がＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出し
た場合、移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されている上りリンクコンポーネン
トキャリアが設定されていないため、ＤＬ＿ＣＣ１以外のコンポーネントキャリアの無線
リンク状態を更新する必要はない。すなわち、移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接
続されていないＤＬ＿ＣＣ２やＵＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を更新しない。
【００８９】
　図６は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリア
を複数設定されている場合であって、複数のセル固有接続を持つコンポーネントキャリア
とセル固有接続されている下りリンクコンポーネントキャリアで無線リンク問題が発生し
た場合における各コンポーネントキャリアの無線リンクの状態管理方法について説明する
ための図である。
【００９０】
　図６において、移動局装置１は、基地局装置２よりキャリア・アグリゲーションとして
下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１と下りリンクコンポーネントキャリアＤ
Ｌ＿ＣＣ２、上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ１が設定されている。また、
ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ１がセル固有接続されており、更にＤＬ＿ＣＣ２とＵＬ＿ＣＣ
１がセル固有接続されている。すなわち、ＵＬ＿ＣＣ１は複数のセル固有接続を持つ。
【００９１】
　このとき、移動局装置１がＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出し
た場合、移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されているＵＬ＿ＣＣ１に対してＵ
Ｌ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する。また、同時にＵＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されて
いるＤＬ＿ＣＣ２に対しても同様にＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する。すなわち、
ＤＬ＿ＣＣ１で物理レイヤ問題が発生したことを検出したＲＲＣは、ＤＬ＿ＣＣ１に対応
するＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態と、ＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を共に更新する。
【００９２】
　図６に例示した場合において、移動局装置１が行なう各コンポーネントキャリアの無線
リンク状態の管理方法について図７を用いて更に説明を行なう。
【００９３】
　図７は、移動局装置１が管理するコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の時間の
経過に伴う状態遷移の方法を示した図である。図の一段目はＤＬ＿ＣＣ１の受信品質、二
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段目はＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態、三段目はＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態、四段目
はＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態をそれぞれ示している。
【００９４】
　移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１の受信品質が品質Ａの状態にあるとき、ＤＬ＿ＣＣ１の
無線リンク状態を同期区間として管理している。また、移動局装置１は、ＵＬ＿ＣＣ１の
無線リンク状態をランダムアクセス有効区間として管理している。ＤＬ＿ＣＣ２の無線リ
ンク状態は任意で構わないが、説明の簡略化のために同期区間であるとする。
【００９５】
　ここで、あるタイミングＴ７１において、ＤＬ＿ＣＣ１の受信品質が劣化して品質Ｂと
なった場合、移動局装置１は、物理レイヤから下りリンク同期誤りをＲＲＣへ通知し、Ｄ
Ｌ＿ＣＣ１の無線リンク状態を誤り検出区間に遷移させる。移動局装置１は、一定回数連
続して下りリンク同期誤りが物理レイヤから通知されたとき、または一定時間連続して下
りリンク同期誤りが物理レイヤから通知されたとき（タイミングＴ７２）、無線リンク問
題（物理レイヤ問題）が発生したと判断し、ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を受信品質の
回復を待つ同期保護区間へと遷移させ、同時に同期保護区間を計時する同期保護タイマー
を起動する。タイミングＴ７１及びタイミングＴ７２において、ＵＬ＿ＣＣ１またはＤＬ
＿ＣＣ２の無線リンク状態は、ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態の変更に影響されない。
【００９６】
　同期保護タイマーが満了しても下りリンクチャネルの受信品質が回復しない場合、移動
局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１がＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに至ったと判定する（タイミン
グＴ７３）。このとき、移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　
ｆａｉｌｕｒｅ区間に遷移させると共に、ＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続しているＵＬ＿Ｃ
Ｃ１に対してもＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生したとみなし、ＵＬ＿ＣＣ１に対して
ＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ設定を行ない、ＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態をランダムア
クセス無効区間に遷移させる。更に、同じタイミングＴ７３において、移動局装置１は、
ＵＬ＿ＣＣ１を介してＤＬ＿ＣＣ１とセル固有接続しているＤＬ＿ＣＣ２に対してもＤＬ
＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生したとみなし、ＤＬ＿ＣＣ２に対してＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉ
ｌｕｒｅ設定を行ない、ＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ区
間に遷移させる。
【００９７】
　このように、移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生した下りリンクコンポ
ーネントキャリアに関し、セル固有接続されている上りリンクコンポーネントキャリアを
ＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定する一方、個別接続されている上りリンクコンポーネ
ントキャリアの無線リンク状態は変更しない。更に、ＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定
した上りリンクコンポーネントキャリアに、別の下りリンクコンポーネントキャリアがセ
ル固有接続されていた場合、当該下りリンクコンポーネントキャリアをＤＬ＿ＣＣ　ｆａ
ｉｌｕｒｅに設定する。よって、移動局装置１は、コンポーネントキャリアに関する無線
リンク状態管理を、コンポーネントキャリア毎に完全に別々に行うのではなく、セル固有
接続されたコンポーネントキャリアを一つのグループとして管理すればよい。
【００９８】
　図８は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリア
を複数設定されている場合に、ある上りリンクコンポーネントキャリアで無線リンク問題
が発生した場合における各コンポーネントキャリアの無線リンクの状態管理方法について
説明するための別の図である。図８のコンポーネントキャリアの設定は図５と同じである
。
【００９９】
　このとき、移動局装置１がＵＬ＿ＣＣ２でＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出し
た場合、ＤＬ＿ＣＣ２に関する送信データの再送手順などは連携するＵＬ＿ＣＣ２で行わ
れるため、ＵＬ＿ＣＣ２でＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生した場合に、ＤＬ＿ＣＣ２
で受信を継続するためには従来と異なる複雑で特別な制御が必要となる。そこで、本実施
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形態の移動局装置１は、これら特別な制御を行わないようにするために、ＵＬ＿ＣＣ２と
セル固有接続されているＤＬ＿ＣＣ２に対してＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する。
その他のコンポーネントキャリアは、ＵＬ＿ＣＣ２とセル固有接続されていないため、他
のコンポーネントキャリアの無線リンク状態を更新する必要はない。すなわち、ＵＬ＿Ｃ
Ｃ２でランダムアクセス問題が発生したことをＭＡＣから通知されたＲＲＣは、ＵＬ＿Ｃ
Ｃ２に対応するＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を更新する。
【０１００】
　図８に例示した場合において、移動局装置１が行なう各コンポーネントキャリアの無線
リンク状態の管理方法について図９を用いて更に説明を行なう。
【０１０１】
　図９は、移動局装置１が管理するコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の時間の
経過に伴う状態遷移の方法を示した図である。図の一段目は上りリンクコンポーネントキ
ャリアＵＬ＿ＣＣ２のランダムアクセスの状態、二段目はＵＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態
、三段目はＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態をそれぞれ示している。
【０１０２】
　移動局装置１は、ＵＬ＿ＣＣ２で行なうランダムアクセスの状態を管理している。ＵＬ
＿ＣＣ２の無線リンク状態はランダムアクセス有効区間とする。また、ＤＬ＿ＣＣ２の無
線リンク状態は同期区間とする。ＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態はＵＬ＿ＣＣ１またはＤ
Ｌ＿ＣＣ２の無線リンク状態と無関係であるため、図及び説明を省略する。
【０１０３】
　ここで、あるタイミングＴ９１において、移動局装置１がランダムアクセスを開始した
とする。ランダムアクセスの開始理由は問わない。このとき、移動局装置１は、ＵＬ＿Ｃ
Ｃ２のランダムアクセスの状態をランダムアクセス再送区間へと遷移させる。ランダムア
クセス再送区間とは、ランダムアクセスが開始されているが、ランダムアクセスが成功し
ていない状態であり、ランダムアクセスの試行回数がカウントされる。移動局装置１は、
タイミングＴ９１でＵＬ＿ＣＣ２及びＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を更新する必要はな
い。移動局装置１は、ランダムアクセスの試行回数が所定の回数に達したときにＵＬ＿Ｃ
Ｃ２でランダムアクセス問題が発生したとみなし、ＭＡＣからランダムアクセス問題をＲ
ＲＣへ通知する。ＭＡＣからランダムアクセス問題を通知された移動局装置１は、ＵＬ＿
ＣＣ２に対してＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する（タイミングＴ９２）。
【０１０４】
　移動局装置１は、同じタイミングＴ９２において、ＵＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態をラ
ンダムアクセス無効区間に遷移させる。また、移動局装置１は、タイミングＴ９２におい
てＵＬ＿ＣＣ２とセル固有接続しているＤＬ＿ＣＣ２に対してＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒ
ｅが発生したとみなし、ＤＬ＿ＣＣ２に対してＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ設定を行ない
、ＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ区間に遷移させる。
【０１０５】
　図１０は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリ
アを複数設定されている場合であって、複数のセル固有接続を持つ上りリンクコンポーネ
ントキャリアで無線リンク問題が発生した場合における各コンポーネントキャリアの無線
リンクの状態管理方法について説明するための図である。図１０のコンポーネントキャリ
アの設定は図６と同じである。
【０１０６】
　このとき、移動局装置１がＵＬ＿ＣＣ１でＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出し
た場合、移動局装置１はＵＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されているＤＬ＿ＣＣ１に対してＤ
Ｌ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する。また、同時にＵＬ＿ＣＣ１とセル固有接続されて
いるＤＬ＿ＣＣ２に対しても同様にＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する。すなわち、
ＵＬ＿ＣＣ１でランダムアクセス問題が発生したことをＭＡＣから通知されたＲＲＣは、
ＵＬ＿ＣＣ１に対応するＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態と、ＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状
態を共に更新する。
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【０１０７】
　図１０に例示した場合において、移動局装置１が行なう各コンポーネントキャリアの無
線リンク状態の管理方法について図１１を用いて更に説明を行なう。
【０１０８】
　図１１は、移動局装置１が管理するコンポーネントキャリア毎の無線リンク状態の時間
の経過に伴う状態遷移の方法を示した図である。図の一段目は上りリンクコンポーネント
キャリアＵＬ＿ＣＣ１のランダムアクセスの状態、二段目はＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状
態、三段目はＤＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態、四段目はＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を
それぞれ示している。
【０１０９】
　移動局装置１は、ＵＬ＿ＣＣ１で行なうランダムアクセスの状態を管理している。ＵＬ
＿ＣＣ１の無線リンク状態はランダムアクセス有効区間とする。また、ＤＬ＿ＣＣ１及び
ＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態は同期区間とする。
【０１１０】
　ここで、あるタイミングＴ１１１において、移動局装置１がランダムアクセスを開始し
たとする。ランダムアクセスの開始理由は問わない。このとき、移動局装置１は、ＵＬ＿
ＣＣ２のランダムアクセスの状態をランダムアクセス再送区間へと遷移させる。移動局装
置１は、タイミングＴ１１１でＵＬ＿ＣＣ１、ＤＬ＿ＣＣ１及びＤＬ＿ＣＣ２の無線リン
ク状態を更新する必要はない。移動局装置１は、ランダムアクセスの試行回数が所定の回
数に達したときにＵＬ＿ＣＣ１でランダムアクセス問題が発生したとみなし、ランダムア
クセス問題をＭＡＣからＲＲＣへ通知する。ＭＡＣからランダムアクセス問題を通知され
た移動局装置１は、ＵＬ＿ＣＣ１に対してＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを設定する（タイ
ミングＴ１１２）。
【０１１１】
　移動局装置１は、同じタイミングＴ１１２において、ＵＬ＿ＣＣ１の無線リンク状態を
ランダムアクセス無効区間に遷移させる。また、移動局装置１は、タイミングＴ１１２に
おいてＵＬ＿ＣＣ１とセル固有接続しているＤＬ＿ＣＣ１及びＤＬ＿ＣＣ２に対してＤＬ
＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生したとみなし、ＤＬ＿ＣＣ１とＤＬ＿ＣＣ２の両方に対し
てＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ設定を行ない、ＤＬ＿ＣＣ１とＤＬ＿ＣＣ２の無線リンク
状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ区間に遷移させる。
【０１１２】
　図１２は、移動局装置１がキャリア・アグリゲーションによってコンポーネントキャリ
アを複数設定されている場合であって、ある下りリンクコンポーネントキャリアが特定の
移動局装置１のみに有効な拡張セル固有接続を持つ場合に、当該下りリンクコンポーネン
トキャリアで無線リンク問題が発生した場合における各コンポーネントキャリアの無線リ
ンクの状態管理方法について説明するための図である。
【０１１３】
　図１２において、移動局装置１は、基地局装置２よりキャリア・アグリゲーションとし
て下りリンクコンポーネントキャリアＤＬ＿ＣＣ１と上りリンクコンポーネントキャリア
ＵＬ＿ＣＣ１、上りリンクコンポーネントキャリアＵＬ＿ＣＣ２が設定されている。また
、ＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ１がセル固有接続されており、更にＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿Ｃ
Ｃ２が拡張セル固有接続されている。拡張セル固有接続とは、例えば特定の移動局装置１
（将来的にリリースされる機能拡張された移動局装置１など）に対してのみ有効なセル固
有接続であり、特定の移動局装置１のみが受信可能な新規の報知情報や、特定の移動局装
置１のみ有効な上りリンクと下りリンクの規定の周波数差の情報によって通知される。す
なわち、ＤＬ＿ＣＣ１にアクセスした通常の移動局装置１はＤＬ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ１
のみがセル固有接続されていると認識するが、特定の移動局装置１は、上記に加えて、Ｄ
Ｌ＿ＣＣ１とＵＬ＿ＣＣ２が拡張セル固有接続されていると認識する。特定の移動局装置
１は、特定の移動局装置１のみ有効な新規の報知情報を受信すること、あるいは上りリン
クと下りリンクの規定の周波数差の情報を保持すること以外は通常の移動局装置１と同じ
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構成で良い。
【０１１４】
　このとき、通常の移動局装置１がＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を
検出した場合の無線リンク状態管理方法は、図６や図８と同じで良いため詳細な説明を略
す。
【０１１５】
　一方、コンポーネントキャリア間の拡張セル固有接続を認識可能な特定の移動局装置１
がＤＬ＿ＣＣ１でＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅの発生を検出した場合、当該特定の移動局
装置１はＤＬ＿ＣＣ１と拡張セル固有接続されているＵＬ＿ＣＣ２に対しては無線リンク
状態を更新する必要ない。すなわち、当該特定の移動局装置１は、ＤＬ＿ＣＣ１と拡張セ
ル固有接続されているＵＬ＿ＣＣ２の無線リンク状態を更新しない。
【０１１６】
　このように、移動局装置１はＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅが発生した上りリンクコンポ
ーネントキャリアに関し、セル固有接続されている下りリンクコンポーネントキャリアを
ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定する一方、個別接続されている下りリンクコンポーネ
ントキャリアの無線リンク状態は変更しない。更に、ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定
した下りリンクコンポーネントキャリア以外の別の下りリンクコンポーネントキャリアが
セル固有接続されていた場合、当該下りリンクコンポーネントキャリアをＤＬ＿ＣＣ　ｆ
ａｉｌｕｒｅに設定する。よって、移動局装置１は、コンポーネントキャリアに関する無
線リンク状態管理を、コンポーネントキャリア毎に完全に別々に行うのではなく、セル固
有接続されたコンポーネントキャリアを一つのグループとして管理すればよい。
【０１１７】
　ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを検出した下りリンクコンポーネントキャリア、またはＵ
Ｌ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅを検出した上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続
されている下りリンクコンポーネントキャリア、及び／または上りリンクコンポーネント
キャリアの無線リンク状態を更新した結果、移動局装置１で無線リンク状態を管理してい
る全ての下りリンクコンポーネントキャリアがＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定された
場合、または移動局装置１で無線リンク状態を管理している全ての上りリンクコンポーネ
ントキャリアがＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定された場合、移動局装置１は、無線リ
ンク障害が発生したと判定し、無線リソース再確立手順を開始する。
【０１１８】
　すなわち、移動局装置１のＲＲＣ（無線リンク状態管理部）は、全ての下りリンクコン
ポーネントキャリアの無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに設定した場合、ま
たは全ての上りリンクコンポーネントキャリアの無線リンク状態をＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌ
ｕｒｅに設定した場合に、無線リソース再確立手順を開始する。
【０１１９】
　このように、第１の実施形態では、移動局装置１は、下りリンクコンポーネントキャリ
ア毎に物理レイヤ問題の判定と検出を行なう。また、移動局装置１は、ランダムアクセス
チャネルの設定のある上りリンクコンポーネントキャリア毎にランダムアクセス問題の判
定と検出を行なう。そして、移動局装置１は、無線リンク状態管理の方法として、無線リ
ンク問題（物理リンク問題またはランダムアクセス問題）を検出した場合に、当該無線リ
ンク問題が発生したコンポーネントキャリアを起点として、セル固有接続されている全て
のコンポーネントキャリアの無線リンク状態を更新する。下りリンクコンポーネントキャ
リアまたは上りリンクコンポーネントキャリアの無線リンク状態の更新は、移動局装置１
のＲＲＣ（無線リンク状態管理部）で行なわれることが好適である。
【０１２０】
　以上のように、移動局装置１は、キャリア・アグリゲーションによって複数のコンポー
ネントキャリアの無線リンク状態を管理する必要がある場合であっても、無線リンク問題
の発生に伴い、どのコンポーネントキャリアの無線リンク状態を更新すれば良いかをコン
ポーネントキャリア間にセル固有接続があるか否かに応じて判断すれば良いため、無線リ
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ンク状態の管理が簡略化される。また、無線リンク問題をコンポーネントキャリア毎に独
立して管理するのではなく、セル固有接続されたコンポーネントキャリア毎に管理するこ
とが可能となるため、管理方法が効率的となる。また、移動局装置１は、物理レイヤ問題
が発生した場合に、対応する上りリンクで送信が行なわれなくなるため、物理レイヤ問題
の発生時であっても、対応する上りリンクにおけるランダムアクセス手順や送信電力調整
に複雑で特別な制御を行う必要がなくなる。また、移動局装置１は、ランダムアクセス問
題が発生した場合に、対応する下りリンクで受信が行なわれなくなるため、ランダムアク
セス問題の発生時であっても、対応する下りリンクで受信したデータの再送手順などに複
雑で特別な制御を行う必要がなくなる。
【０１２１】
　＜第２の実施形態＞
　本発明の第２の実施形態について以下に説明する。本実施形態は、下りリンクコンポー
ネントキャリア、または上りリンクコンポーネントキャリアに対して特別なコンポーネン
トキャリアを設定し、キャリア・アグリゲーション中の移動局装置１が、当該コンポーネ
ントキャリアで無線リンク問題が発生した場合のコンポーネントキャリアの無線リンク状
態管理方法に関する。
【０１２２】
　本実施形態に用いる移動局装置１と基地局装置２の構成は、それぞれ図１と図２と同じ
構成で良いため説明を省略する。
【０１２３】
　移動局装置１は、基地局装置２から設定された下りリンクコンポーネントキャリアのう
ち、一つを特別な下りリンクコンポーネントキャリアとして設定する。ここで、当該下り
リンクコンポーネントキャリアのことを下りリンクアンカーキャリアと称する。下りリン
クアンカーキャリアは、基地局装置２から移動局装置１に対して個別に設定されても良い
し、移動局装置１に設定された下りリンクコンポーネントキャリアのうち、セキュリティ
情報などに用いられる情報を提供する下りリンクコンポーネントキャリアとして設定され
ても良い。
【０１２４】
　また、移動局装置１は、基地局装置２から設定された上りリンクコンポーネントキャリ
アのうち、一つを特別な上りリンクコンポーネントキャリアとして設定する。ここで、当
該上りリンクコンポーネントキャリアのことを上りリンクアンカーキャリアと称する。上
りリンクアンカーキャリアは、基地局装置２から移動局装置１に対して個別に設定されて
も良いし、移動局装置１に設定された上りリンクコンポーネントキャリアのうち、受信確
認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）などを送信するための上りリンク制御チャネルの設定がされ
ている上りリンクコンポーネントキャリアとして設定されても良い。
【０１２５】
　移動局装置１は、下りリンクアンカーキャリア、または上りリンクアンカーキャリアの
両方、またはその一方が設定された場合であって、無線リンク問題の発生後に第１の実施
形態に従いセル個別接続されているコンポーネントキャリアの無線リンク状態を更新した
結果、下りリンクアンカーキャリアがＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ、または上りリンクア
ンカーキャリアがＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅとなった場合、その他のコンポーネントキ
ャリアの無線リンク状態に関わらず、全てのコンポーネントキャリアの無線リンク状態を
ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅまたはＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに更新して無線リンク障
害が発生したと判定し、無線リソース再確立の手順を開始する。
【０１２６】
　または、移動局装置１は、下りリンクアンカーキャリア、または上りリンクアンカーキ
ャリアの両方、またはその一方が設定された場合であって、下りリンクアンカーキャリア
で物理レイヤ問題が発生した場合、または上りリンクアンカーキャリアでランダムアクセ
ス問題が発生した場合、その他のコンポーネントキャリアの無線リンク状態に関わらず、
全てのコンポーネントキャリアの無線リンク状態をＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅまたはＵ
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Ｌ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに更新して無線リンク障害が発生したと判定し、無線リソース
再確立の手順を開始する。
【０１２７】
　このように、第２の実施形態では、移動局装置１は、下りリンクアンカーキャリアの物
理レイヤ問題、または上りリンクアンカーキャリアのランダムアクセス問題の判定と検出
を、他のコンポーネントキャリアとは別に行なう。そして、移動局装置１は、下りリンク
アンカーキャリアまたは上りリンクアンカーキャリアで無線リンク問題（物理リンク問題
またはランダムアクセス問題）を検出した場合に、その他全てのコンポーネントキャリア
の無線リンク状態を更新する。下りリンクコンポーネントキャリアまたは上りリンクコン
ポーネントキャリアの無線リンク状態の更新は、移動局装置１のＲＲＣで行なわれること
が好適である。
【０１２８】
　以上のように、移動局装置１は、下りリンクアンカーキャリアまたは上りリンクアンカ
ーキャリアを設定することによって、下りリンクアンカーキャリアがＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉ
ｌｕｒｅ、または上りリンクアンカーキャリアがＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅとなった場
合に、他のコンポーネントキャリアの無線リンク状態に関わらず無線リソース再確立の手
順を開始すれば良いため、無線リンク状態の管理が更に簡略化される。
【０１２９】
　なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実
現することができる。
【０１３０】
　例えば、以上説明した実施形態におけるＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅ、ＵＬ＿ＣＣ　ｆ
ａｉｌｕｒｅは、それぞれＤＬ＿ＣＣ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ、ＵＬ＿ＣＣ　Ｄｅａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎと関連して管理されても良い。ＤＬ＿ＣＣ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏ
ｎとは、基地局装置２から下りリンクコンポーネントキャリアで受信処理を行うために必
要な情報が設定されているが、移動局装置１において少なくとも下りリンクデータチャネ
ルの受信処理を行わない状態である。ＵＬ＿ＣＣ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎとは、基地
局装置２から上りリンクコンポーネントキャリアで送信処理を行うために必要な情報が設
定されているが、移動局装置１において少なくとも上りリンクデータチャネルの送信処理
を行わない状態である。
【０１３１】
　すなわち、コンポーネントキャリアそれぞれは、ＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅとＵＬ＿
ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅに代えて、無線リンク状態としてデアクティベーション（ＤＬ＿Ｃ
Ｃ　ＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎとＵＬ＿ＣＣ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）の区間を持つ
。移動局装置１は、基地局装置２から設定されたコンポーネントキャリアを使用しない場
合に無線リンク状態をデアクティベーションに変更する。移動局装置１がコンポーネント
キャリアの無線リンク状態をデアクティベーションへ変更するための条件は、上記実施形
態におけるＤＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅまたはＵＬ＿ＣＣ　ｆａｉｌｕｒｅと判定する条
件と同じでよい。デアクティベーションへの遷移、及びデアクティベーションからの復帰
は、基地局装置２から移動局装置１に明示的に通知されても良い。基地局装置２は、移動
局装置１への通知の方法として、下りリンク制御チャネルやＭＡＣメッセージ（ＭＡＣ制
御エレメント）、ＲＲＣメッセージを用いることが可能である。移動局装置１は、無線リ
ンク問題の検出、または基地局装置２からの通知に基づき、コンポーネントキャリアの無
線リンク状態をデアクティベーション（ＤＬ＿ＣＣ　ＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎまたはＵ
Ｌ＿ＣＣ　Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）に設定した場合、上記実施形態のようにデアクテ
ィベーションに設定したコンポーネントキャリアと連携関係にある別のコンポーネントキ
ャリアの無線リンク状態を同時にデアクティベーションに遷移させても良い。
【０１３２】
　また、説明の便宜上、実施形態の移動局装置１及び基地局装置２を機能的なブロック図
を用いて説明したが、移動局装置１及び基地局装置２の各部の機能またはこれらの機能の
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の記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行すること
により移動局装置や基地局装置の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュー
タシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【０１３３】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、半導体媒体（例えば、ＲＡＭ、
不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例えば、DVD、MO、MD、CD、BD等）、磁気記録
媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等）等の可搬媒体、コンピュータシス
テムに内蔵されるディスクユニット等の記憶装置のことをいう。さらに、「コンピュータ
読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回
線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラム
を保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮
発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上
記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに、前
述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムとの組み合わせで実
現できるものであっても良い。
【０１３４】
　また、上記各実施形態に用いた移動局装置１および基地局装置２の各機能ブロックは、
典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。各機能ブロックは個別にチップ
化してもよいし、一部または全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手
法はＬＳＩに限らず専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術
の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回
路を用いることも可能である。
【０１３５】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請
求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１３６】
１…移動局装置
２…基地局装置
１１～１３…送信装置
２１～２３…受信装置
１０１、２０１…受信部
１０２、２０２…復調部
１０３、２０３…復号部
１０４…測定処理部
１０５、２０４…制御部
１０６…ランダムアクセス処理部
１０７、２０５…符号部
１０８、２０６…変調部
１０９、２０７…送信部
１１０、２１０…上位レイヤ
２０８…ネットワーク信号処理部
２０９…周辺情報管理部
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